
一

新
規
登
録
の
申
請
書
（
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。）

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様

式

二

自
動
車
登
録
番
号
標
の
交
付
の
申
請
書
（
第
八
号
の
申
請
と
同
時
に
申

請
す
る
場
合
に
限
る
。）

三

新
規
登
録
の
申
請
書
（
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。）

第
一
号
様
式

イ

道
路
運
送
車
両
法（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。以
下「
法
」

と
い
う
。）
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
型
式
に
つ
い
て
指
定

を
受
け
た
自
動
車
で
あ
つ
て
、
第
二
号
様
式
の
諸
元
欄
に
掲
げ
る
事
項

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
諸
元
欄
事
項
」
と
い
う
。）
に
変
更
の
な

い
も
の
に
つ
い
て
申
請
を
行
う
場
合

ロ

一
時
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
（
法
第
十
六
条
第
七
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
二
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
記
録
を
受
け

た
も
の
を
除
く
。）で
あ
つ
て
、
諸
元
欄
事
項
に
変
更
の
な
い
も
の
に
つ

い
て
申
請
を
行
う
場
合

四

変
更
登
録
又
は
更
正
の
登
録
の
申
請
書
（
第
八
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除

く
。）

五

移
転
登
録
の
申
請
書

六

自
動
車
登
録
番
号
標
の
交
付
の
申
請
書
（
第
四
号
及
び
前
号
の
申
請
と

同
時
に
申
請
す
る
場
合
に
限
る
。）

七

一
時
抹
消
登
録
後
の
所
有
者
の
変
更
に
係
る
記
録
の
申
請
書

八

変
更
登
録
又
は
更
正
の
登
録
の
申
請
書
（
諸
元
欄
事
項
に
変
更
が
あ
る

場
合
に
限
る
。）

第
二
号
様
式

九

自
動
車
登
録
番
号
標
の
交
付
の
申
請
書
（
第
二
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ

る
場
合
を
除
く
。）

第
三
号
様
式

十

登
録
事
項
等
証
明
書
（
自
動
車
一
両
ご
と
に
作
成
す
る
も
の
に
限
る
。）

の
交
付
の
請
求
書

十
一

永
久
抹
消
登
録
、
輸
出
抹
消
仮
登
録
又
は
一
時
抹
消
登
録
の
申
請
書

（
第
十
六
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。）

第
三
号
様
式
の
二

十
二

本
邦
に
再
輸
入
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
登
録
自
動
車
の
届
出
書

十
三

一
時
抹
消
登
録
後
の
解
体
等
又
は
輸
出
に
係
る
届
出
書
（
第
十
六
号

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。）

十
四

輸
出
予
定
届
出
証
明
書
の
交
付
の
申
請
書

十
五

輸
出
抹
消
仮
登
録
証
明
書
又
は
輸
出
予
定
届
出
証
明
書
の
返
納
の
届

出
書

十
六

永
久
抹
消
登
録
の
申
請
書
又
は
一
時
抹
消
登
録
後
の
解
体
等
に
係
る

届
出
書
（
使
用
済
自
動
車
の
解
体
に
係
る
場
合
に
限
る
。）

第
三
号
様
式
の
三

十
七

登
録
事
項
等
証
明
書
（
三
十
両
以
下
の
自
動
車
に
つ
い
て
一
括
し
て

作
成
す
る
証
明
書
で
現
在
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
み

に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
交
付
の
請
求
書

第
四
号
様
式

十
八

抵
当
権
の
登
録
の
申
請
書

第
五
号
様
式

十
九

登
録
の
嘱
託
書

第
六
号
様
式
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（
一
時
抹
消
登
録
後
の
所
有
者
の
変
更
に
係
る
記
録
の
申
請
）

第
六
条
の
十
三

令
第
四
十
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
面
（
新
所
有
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体

で
あ
る
と
き
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
書
面
を
除
く
。）は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
と
す
る
。

一

一
時
抹
消
登
録
証
明
書

二

譲
渡
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
自
動
車
の
所
有
権
を
証
明
す
る
に
足
る
書
面

三

新
所
有
者
の
住
所
を
証
す
る
に
足
り
る
書
面

２

運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
所
有
者
の
変
更
に
つ
い
て
自
動
車

登
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た
一
時
抹
消
登
録
証
明
書
に
当
該
変
更

に
つ
い
て
の
記
入
を
し
、
こ
れ
を
新
所
有
者
に
返
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
の
見
出
し
を「（
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
の
登
録
等
の
回
復
の
申
請
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
登
録
の

回
復
」
を
「
登
録
等
の
回
復
」
に
、「
登
録
事
項
の
記
録
の
滅
失
の
際
有
効
で
あ
つ
た
登
録
（
以
下「
滅
失
前
の
登
録
」

と
い
う
。）」
を
「
登
録
等
事
項
の
記
録
の
滅
失
の
際
有
効
で
あ
つ
た
登
録
等（
以
下「
滅
失
前
の
登
録
等
」と
い
う
。）」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
他
登
録
」
を
「
そ
の
他
登
録
等
」
に
、「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。

「
第
三
章

登
録
の
手
続
」
を
「
第
三
章

登
録
等
の
手
続
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
見
出
し
を「（
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
の
登
録
等
の
回
復
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
添
附
書
類
」

を
「
添
付
書
類
」
に
、「
登
録
の
申
請
書
」
を
「
登
録
等
の
申
請
書
」
に
、「
編
綴て

つ

年
月
日
」
を
「
編
て
つ
年
月
日
」に
、

「
登
録
回
復
申
請
書
類
編
綴て

つ

簿
に
編
綴て
つ

」
を
「
登
録
等
回
復
申
請
書
類
編
て
つ
簿
に
編
て
つ
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
編
綴て
つ

」
を
「
編
て
つ
」
に
、「
登
録
す
べ
き
」
を
「
登
録
等
を
す
べ
き
」
に
、「
登
録
が
あ
つ
た
場
合
」
を
「
登

録
等
が
あ
つ
た
場
合
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
登
録
」
を
「
登
録
等
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
登
録
」
を
「
登
録
等
」
に
、「
登
録
回
復
申
請
書
類
編
て
つ
簿
」
を
「
登
録
等
回
復
申
請
書
類
編
て

つ
簿
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
登
録
」
を
「
登
録
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五

項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
を「（
職
権
に
よ
る
登
録
等
）」に
改
め
、
同
条
中
「
登
録
」
を
「
登
録
等
」
に
、「
申
請
」
を

「
申
請
又
は
届
出
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
登
録
の
申
請
書
」
を
「
登
録
等
の
申
請
書
、
届
出
書
」
に
、「
ま
つ
消
登
録
証
明
書
」
を
「
輸
出

抹
消
仮
登
録
証
明
書
、
一
時
抹
消
登
録
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
自
動
車
の
登
録
」
を
「
自
動
車
の
登
録
等
」
に
改
め
、
同
項
中
「
申
請
」の
下
に「
、
届

出
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
第
十
五
条
の
二
第
四
項
（
法
第
十
六
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
法
第
十
六
条
第
三
項

若
し
く
は
第
五
項
又
は
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
対
し
て
す
る
申

請
等
は
、
最
寄
り
の
運
輸
監
理
部
若
し
く
は
運
輸
支
局
又
は
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
に
お
い
て
す
る
も
の
と
す

る
。

第
二
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
情
報
管
理
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
照
会
）

第
二
十
八
条

登
録
自
動
車
に
係
る
法
第
九
十
九
条
の
三
の
照
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。

一

車
台
番
号

二

移
動
報
告
番
号

三

解
体
報
告
記
録
が
な
さ
れ
た
年
月
日

四

自
動
車
登
録
番
号
（
一
時
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
に
係
る
照
会
に
あ
つ
て
は
、
一
時
抹
消
登
録
を
受
け

た
際
の
自
動
車
登
録
番
号
）

五

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
引
取
業
者
が
情
報
管
理

セ
ン
タ
ー
に
報
告
し
た
年
月
日

２

前
項
の
照
会
を
受
け
た
情
報
管
理
セ
ン
タ
ー
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
照
会
に

係
る
事
項
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
登
録
に
」
を
「
自
動
車
（
軽
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第

四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
登
録
等
に
」
に
、「
申
請
書
、
請
求
書
及
び
嘱
託
書
」
を
「
申
請
書
、
届
出
書
、
請

求
書
及
び
嘱
託
書
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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